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1 R3.12.22 R3.1.8

1 起案文書「医療従事者の
方々への感謝の気持ちを伝え
る取組について(依頼)」
2　依頼文書「医療従事者の
方々への感謝の気持ちを伝え
る取組について（依頼）」

6 1
生活文化局私
学部私学行政
課

2 R2.12.24 R3.1.8
起案文書「医療従事者の方々
への感謝の気持ちを伝える取
組について（依頼）」

4 1
生活文化局私
学部私学行政
課

3 R3.1.4 R3.1.12
起案文書「医療従事者の方々
への感謝の気持ちを伝える取
組について（依頼）」

4 1
生活文化局私
学部私学行政
課

4 R3.1.4 R3.1.12

12月21日の記者会見で医療従
事者への感謝として小中学生
に感謝の手紙を送ることを呼
びかけた。その各教育委員会
への依頼文書

1
当該文書は、実施期間では現に作成及び保有してお
らず、存在しない。

生活文化局私
学部私学行政
課

5 R2.12.2 R3.1.19

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）事業活動収支計算書
及び貸借対照表
（学校法人○○ほか169法人
令和元年度）

340 1

（7条3号）
開示により法人の収入・支出の状況を相当程度具体
的に把握することが可能となり、法人の競争上又は
事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると
認められる。

生活文化局私
学部私学行政
課

6 R3.1.6 R3.1.20
情報公開審査会委員の「経歴
書」「履歴書」

15 1

（7条2号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため
(7条4号)
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすお
それがあると認められるため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

決定区分 （根拠規定）条例7条
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7 R3.1.6 R3.1.20

公文書情報公開の受付拒否の
理由、法的根拠及びその為の
審査請求の件数、理由等の判
る公文書一切

1
請求にかかる文書を作成及び取得しておらず、存在
しない。

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

8 R2.12.23 R3.1.22

令和２年度シティホールテレ
ビ番組制作・放送等の委託に
係る発注書・履行確認簿、新
型コロナウイルスに係る情報
発信のためのテレビ広告放送
委託その５に係る契約締結決
定等通知書・起案文書・契約
締結要求書、スポットＣＭ枠
の発注について

15 1
生活文化局広
報広聴部広報
課

9 R2.12.23 R3.1.22

令和２年度シティホールテレ
ビ番組制作・放送等の委託契
約書、新型コロナウイルスに
係る情報発信のためのテレビ
広告放送委託その５委託契約
書・起案文書・紙入札による
入札参加承認書、新型コロナ
ウイルス対策ＣＭ作成作業委
託（その12）に係る支出命令
書・委託完了届・契約締結決
定通知書・請書・起案文書・
契約締結要求書

74 1 1 1 1 1

(7条2号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため
(7条3号）
支払先事業者に係る内部管理情報であり、公にする
ことにより、契約先事業者の事業運営上の地位が損
なわれると認められるため
(7条4号）
公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支
障を及ぼすおそれがあるため
(7条6号）
今後の当該契約の予定価格を類推され、競争性の確
保が困難となることは、今後の契約事務の適正な遂
行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため

生活文化局広
報広聴部広報
課

10 R2.12.28 R3.1.22
会議等議事要旨記録表、簡易
決裁

3 1
生活文化局広
報広聴部広報
課

11 R2.12.28 R3.1.22

令和２年12月15日付２生広広
第1437号「広報東京都」（新
型コロナウイルス等に係る臨
時発行）の印刷及び新聞折込
等委託

11 1 1

(7条6号）
今後の当該契約の予定価格を類推され、競争性の確
保が困難となることは、今後の契約事務の適正な遂
行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため

生活文化局広
報広聴部広報
課
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12 R3.1.5 R3.1.25
起案文書「医療従事者の方々
への感謝の気持ちを伝える取
組について（依頼）」

4 1
生活文化局私
学部私学行政
課

13 R3.1.5 R3.1.25
（１）宅配便着払い伝票
（２）感謝のお手紙の発送を
知らせる学校からのメール

24 1

(7条2号）
学校担当者の氏名については、特定の個人を識別で
きる情報であるため
(7条3号)
学校が特定される情報については、開示により都内
各私立学校の対応状況が把握可能となり、任意の取
組にもかかわらず、学校の判断に対する批判等を招
いた場合には、今後の学校教育活動に影響を及ぼ
し、学校の競争上又は事務運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため
(7条6号)
今回学校名を公表することにより、今後、東京都か
ら学校へ任意で協力依頼する場合に協力を得難くな
る可能性があり、東京都の私立学校の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

生活文化局私
学部私学行政
課

14 R3.1.5 R3.1.25

12月21日に小池知事が発表し
た子どもたちから医療従事者
に感謝の手紙（カード）を送
ることについて、視覚障害な
どを持ち手紙を書くことが難
しい子ども達に対しての配慮
を、事前に対応を検討したこ
とが分かる一切の文書

1
当該文書は、実施期間では現に作成及び保有してお
らず、存在しない。

生活文化局私
学部私学行政
課

15 R3.1.15 R3.1.25
東京都情報開示条例に基づく
附帯条項

1
東京都情報公開条例に附帯条項はなく、請求に係る
公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課
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16 R3.1.15 R3.1.29

・○○株式会社と東京都の間
で締結された災害時における
防災活動について定めた災害
協定書

・一般社団法人○○又は一般
社団法人○○と東京都の間で
締結された災害時における防
災活動について定めた災害協
定書

1
請求にかかる文書を作成及び取得しておらず、存在
しないため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課


